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認可外 安全計画

施設の設備の安全点検、職員、児童等に対する施設外での活動、取組等を含めた施設での生活その他の日
常生活における安全に関する指導、職員の研修及び訓練その他施設における安全に関する事項についての
計画（以下「安全計画」という。）を策定すること。
また、職員に対し、安全計画について周知するとともに、保護者に対しても安全計画に基づく取組の内容
等について周知すること。

21件

認可外 秘密保持等*
施設の職員から守秘義務に関する誓約書を徴収する等、個人情報の保護に努めること。
また、小学校や転園先、その他関係機関等に対する児童の個人情報の提供については、あらかじめ文書に
より保護者の同意を得ること。

10件

認可外 消防設備の点検
消防法に基づき、年２回（６月に１回）点検を実施し、うち１回の総合点検の結果を消防署長へ報告する
こと。なお、建物全体で点検を実施している場合は、保育施設においても、その結果を建物管理者から報
告書控えの写し等を保管し、適切に点検及び報告がされていることを確認すること。

8件

認可外 事故防止 事故発生時に適切な救命処置が可能となるよう、定期的に訓練を実施すること。 7件

認可外 職員配置基準

出退勤時間を記録し、勤務時間を明確にすること。
保育に従事する者の数について、主たる開所時間である11時間については、原則、常時複数配置するこ
と。
保育に従事する者の有資格者の数について、保育に従事する者の必要数の３分の１（保育に従事する者が
２人の施設は１人）以上の有資格者を配置すること。
保育の提供について、定員を超えて乳幼児を受け入れている日があるため、定員を遵守すること。

6件

認可外 児童の健康診断
児童の健康診断について、継続的に保育している児童は１年に２回（おおむね６月毎）実施すること。継
続的に保育している児童は、利用開始前に健康診断を実施すること。
児童の発育チェックについて、身長や体重の測定など基本的な発育チェックを毎月行なうこと。

3件

認可外 安全管理

保育室内外の安全点検について、保育所の施設状況に沿った点検表等を作成のうえ定期的に実施し、実施
後は全職員に周知する等、情報の共有化を図ること。
賠償責任保険に加入するなど、賠償すべき事故が発生した場合に、損害賠償を速やかに行うことができる
よう備えること。
フェンス扉が施錠できる構造となっていないため、乳幼児の事故防止及び不審者侵入防止のための措置を
講じること。

3件

認可外 労働基準法の遵守
雇用する全ての者に対し、雇用契約書または労働条件通知書等により、労働条件を明示し、その控えを園
で保管すること。

3件

認可外 重要事項の掲示 施設及びサービスに関する内容の提示について、書面を作成し見やすい場所に掲示すること。 1件
認可外 衛生管理 食器類等は使用するごとによく洗い、十分な殺菌並びに滅菌を行うこと。 1件

認可外 設置基準

保育室を２階に設置しているが、階段が１箇所のみであり、非常時に避難するための設備が不足してい
る。避難に有効な設備の整備を行うこと。なお、設備の整備が困難な場合は、様々な場合を想定した避難
方法を検討し、その訓練を実施すること。
乳幼児に適した手洗設備が使用できる施設環境にすること。

2件

認可外 職員の健康診断 職員の健康診断を年１回実施すること。 1件

認可外 重要事項説明の内容 利用者に対する契約内容の書面等による交付について、必要事項を記載した書面により説明を行うこと。 1件

認可外 予定献立の作成
献立表について、日曜日についても他の曜日と同様に事前に献立を作成し、それに基づき調理を行うこ
と。

1件

認可外 非常災害対応
非常災害に対する措置について、消火用具を設置し、その設置場所及び使用方法を職員に周知すること。
また、災害の発生に備え、緊急時の対応の具体的内容及び手順、職員の役割分担等が記された計画を策定
し、これに対する避難訓練を、年間計画を作成のうえ、毎月実施すること。

1件

認可外 提供の記録*
保育を提供した日時及び内容等の記録したもの（保育日誌等）を作成し、その完結の日から５年間保管す
ること。

1件

認可外 特定費用の徴収*
特定費用を徴する場合は、使途及び金額をあらかじめ書面で明確にし、保護者に説明を行い、同意を得た
上で徴収すること。

1件

認可外
領収書及び支援提供
証明書の交付*

幼児教育・保育の無償化対象となる保護者に対し、特定子ども・子育て支援提供証明書及び領収書（領収
明細書）を交付すること。また、領収書（領収明細書）については、利用料と特定費用の金額を区分して
記載し、交付すること。

1件

計72件

主な指摘事項【認可外保育施設】

　*の項目については、幼児教育・保育の無償化対象施設に対し、特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準に従って指摘しています。


